
  健発 0723第１号 

平成30年７月23日 

公益社団法人 全日本病院協会  御中 

  厚生労働省健康局長 

  （公 印 省 略）     

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

第３条第２項の規定に基づき、同条第１項の特定権利利益に係る期間の延長に

関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件について 

健康行政につきましては、日頃から多大なる御協力を賜り心から御礼申し上

げます。 

今般、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に

関する法律第３条第２項の規定に基づき同条第１項の特定権利利益に係る期間

の延長に関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件

（平成30年厚生労働省告示第276号）」の告示中、健康行政の関係法令に係る事

項につきまして、平成30年7月20日付けで別添のとおり都道府県等民生・衛生主

管部（局）宛て通知いたしましたのでご連絡いたします。 

貴団体におかれましても、緊急事態であることに鑑み、御理解、御協力を賜

り、関係者への周知を図っていただきますようよろしくお願い申し上げます。 
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                               健 発 0719第 ２ 号 

平 成 30年 ７ 月 20日 

 

   都 道 府 県  

  各 指 定 都 市  民生・衛生主管部（局） 御中 

   中 核 市 

                          厚生労働省健康局長 

                                             （公 印 省 略）        

 

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に

関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件について

（施行通知）                                 

 

今般、平成30年７月豪雨による災害が、「平成30年７月豪雨による災害につい

ての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（平成30

年政令第211号）」（別添１）により、特定非常災害として指定され、被災者の

行政上の権利利益の満了日が平成30年11月30日とされたことを受け、「特定非常

災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第３条第

２項の規定に基づき同条第１項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延

長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件（平成30年厚生労働

省告示第276号）」（別添２）が告示された。 

この告示中、健康行政の関係法令に係る事項は、下記のとおりであるので、御

了知の上、適切な対応方ご配慮願いたい。 

 

記 

 

第１ 満了日の延長を行った権利利益 

1  告示により満了日を延長した権利利益については、別添２のとおりであ

り、そのうち健康行政に関する権利利益の延長を行ったものは次のとおり

である。 

（１）児童福祉法（昭和22年法律第164号）関係 

○ 小児慢性特定疾病医療費の支給認定（特定被災区域内に居住地を有す

る者に係るものに限る。）（第19条の３第３項） 

（２）予防接種法（昭和23年法律第68号）関係 

○ 医療費及び医療手当の給付の請求（特定被災区域内に居住地を有する

者に係るものに限る。）（第15条第１項の規定に基づく同法第16条第２

項第１号） 

○ 遺族年金又は遺族一時金の給付の請求（特定被災区域内に居住地を有
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する者に係るものに限る。）（第15条第１項の規定に基づく第16条第２

項第４号） 

○ 葬祭料の給付の請求（特定被災区域内に居住地を有する者に係るもの

に限る。）（第15条第１項の規定に基づく第16条第２項第５号） 

（３）新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法

（平成21年法律第98号）関係 

○ 医療費及び医療手当の給付の請求（特定被災区域内に居住地を有する

者に係るものに限る。）（第３条第１項の規定に基づく第４条第１号） 

○ 遺族年金又は遺族一時金の給付の請求（特定被災区域内に居住地を有

する者に係るものに限る。）（第３条第１項の規定に基づく第４条第４

号） 

○ 葬祭料の給付の請求（特定被災区域内に居住地を有する者に係るもの

に限る。）（第３条第１項の規定に基づく第４条第５号） 

（４）特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法（平成

23年法律第126号）関係 

○ 追加給付金の支給の請求（特定被災区域内に居住地を有する者に係る

ものに限る。）（第８条第１項） 

○ 定期検査費の支給の請求（特定被災区域内に居住地を有する者に係る

ものに限る。）（第12条第１項） 

○ 母子感染防止医療費の支給の請求（特定被災区域内に居住地を有する

者に係るものに限る。）（第13条第１項） 

○ 世帯内感染防止医療費の支給の請求（特定被災区域内に居住地を有す

る者に係るものに限る。）（第14条第１項） 

○ 定期検査手当の支給の請求（特定被災区域内に居住地を有する者に係

るものに限る。）（第15条第１項） 

（５）難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）関係 

○ 特定医療費の支給認定（特定被災区域内に居住地を有する者に係るも

のに限る。）（第７条第１項） 
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平成年月日 土曜日 (号外特第号)官 報
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2 （号外特第 14号）幸日
rムー，
§ 木曜日平成 30年ア月 19日
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るも特「（昭関年法 と
養年

育里親第法律
項

事業の第法律 の被定災和又第律
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縁組第六
料 第 。十一

益
の

在内に八号）三平成第三条里条 職 十

親名簿第四の 介業紹
第条

保るが適十年項第

A..ー→

事業 項 険用七一
の号 の 療医れさ豪月号の登又 の 子島

有を特定 満了当に三十事務特定 満了当に三十事務特定 する機療特定

する被災 す許該可年所被災 す許該可年所被災 者又関被災 文す
る 九 を る 九 を

者区 者月有区 者月有区 は区

域内 をの二す域内 をの二す域内
保薬険域内に

象
除有効十る 除有効十る
く八者に く八者に

住地居
J期日（平成主 J期日（平成主 局を保険 者
閉ま た 閉また
がでる がでる 有医
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3 平成 30年ア月 19日木曜日
rムー，
§ 幸日 （号外特第 14号）

業所しく薬製項ー麻薬 も登の物毒
の録規 帳の二十精神 内定館旅

にに
の四に予防
請号基

域区食品 造製規定食品 の害児童
f~」ノl日し 給の児童 設の児童 付費児童 Jる支所児童 ノ童I 日し 療費児童

には造製剤の及び に特（定定及び 交付三保健 おい基づ業法 求のづ種接法 内に衛生 所に衛生
J限る相談支福祉法 付決定福祉法 指定福祉法 等給の福祉法 援事業福祉法 福祉法 支給の福祉法

係る精向 規定向
限に

第号）及び
遺族同く 又は基づ法る基劇 てく（ 在法

も神薬業者若に精神薬 J被災づく物締取 経営さ館旅業和二昭 年金若第法十和（ 昭
る第

加く和（ 昭 援事業第二十
第

特被定第二十 付決定第二十
者第 第 認定第十

四十精神 営業五十 工所総合
の二

のに小 基づ 区毒 十 指十 十 九

限売業者しく締取法 域内物又法
第五条害者障

れの十 し六二 所二
係に衛生二十

者四 四 災四 定ー 第条 条

Jる はく精向
旅館る＊計を田j三年

く第条十 係に第条 の条 条
域区条の

条
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項 第

に受け第法律 も項
のに造製

十 第 に第 の の
製の十 のに ー項第 のの 特六 四 在一 五 規 項

特（定使用薬入業者二十八 造所若造製業五年法 規定す関 係た百 時金一第 限にF定;II. 限る程過第二 被災定第項一
項 る項 第

域区内第項一
定 の

る地三 号六 の 施の 規定にる も位十 又の十 るに Jの百 子島 設規 項 基

被災業者 、年法律 し若第律 基づ法律 のの八
は療費医八 J基つ 承三

域区内第一号
定 に定 の にの づ

くし 限に承継号） 同 号 認十 係に
規定 在る規定

く
基つ区又精向 はく三 く（ 項 く 基 る基 療

特定被第号） 域内は神薬輸第十 営業所輸は三百 精神障和二昭
るの第 第五及び第十 営業 にの づ もづ

事業所基づに
育 く

。請申コ 在る規定
く のく 基つ の

に精向 四
）ー

又入業号） 条 号医五 の 障 にt旨 yセl語h口 ノI日し

在向る神薬卸業者出第号） 保害者十五年 特（定三第の
の療第条 許可

災十
事業所基づに

主口主

J限る定害障
く にく 付

慢性特は又第 域区三条
ノI日し

害障 係る指定
店は四 祭葬手当ー 入

特被定精神薬売業者精向、五十条 舗に販売業第条 福祉健第法律
被災項－ 

料、項 内第 にく
給所付

ノI日し ノI日し
のも害障

病定疾の同の 係る指定 入所 通所係ー 区の 給項規 在項 f~」ノl日し

営若神第 るの項 手百 域規 付第定 災 るの も障 費 施 《k語h口 限通 医

薬特 を若特 を特 す経特 を特 を特 又特 を特 を特 有特 を特 を特 を特 を特

営業所被災定 有すし被災定 有する被災定 る営被災定 有する被災定 有する被災定 は被災定 有する被災定 有する被災定 す者る被災定 有する被災定 有する被災定 有する被災定 有する被災定
るはく

者さ 加
れ 工

有すを域区内 者営業所域区内 者域区内 館旅る域区内 者域区内 者域区内 所有を域区内 者域区内 者域区内 域区内 者域区内 者域区内 者域区内 者域区内

るに 又に 業に すに

者精向 店は造製 居住
をお

住居 営業 者る造製 事業 住居 施 居住 事業 住居 住居承い 日完
や申 舗所 地 継て 地 所 所 所 地 を 地 所 地 地

のにも等療製薬医品 事業所管理薬医 機薬医 造製所機器薬医 事務所又は薬医 造国製薬医品 被災用断薬医 被災定用断薬医 域区内いとう律（昭薬医品 在宅く害者障 報奨く害者障 基づく害者障 号）第害者障
医品

苦等百品 又品 体品 区医品 医品

限品機療医 係に機療機療医 外製国機療医 係にる体外は機療医 係るに外診断機療医 業者の機療医 域内に薬品を機療医 域区内薬品を機療医
にJ和

就業障用雇の
金の 在宅雇の 五の

るの 在る第四三十療医 の雇 十条用雇J製 る器 支用 就用

造販売器等法 も等器等法 造業者器等法 のにも用診断器等法 も用器危寺法宮テ 認定器等法 在除器等法 に除器等法 薬第条五機
特害者促進の

給の
業害障促進の

第の
のに

のに薬医
るく 在く 促進 一項促進に係 製J るJ 局に一年法器等

業第 限る第 の第 限る薬医第二 限品第 第十 造所 、第十
事務所戸出第十一 係項第律の

例報奨等関に
危寺宮テ

特例者等関に
の等

の二 る登二 登二 るの二 るの品 規定関に
許十 J録十 録十 J品十 J製十 f~ 薬医コ も規百質 関」ー

係にノ野薬？第蚕可三 認三 の三 1立旦と二一－二 条
係る外部第条

の定四 金す す 調整する
にす

特（条の 機証条の
条

造製条の 販売条の の にに十有効 のる る
基づ法るの も品一 る品一 限基五 支法 法 金法

被災定第二十
関六 業二 業二 第 の又項

又
るづ号性 給律附 律附 の第律 く律もは項

の第 の のの の第 にはの のの J薬く以。及び 支給七 害障（昭
登一 四 登三 許－ 項 限化規 に主規 員リ 員リ

域区内一項の
録項 第 録第 可項 の る粧定 限定 局の下安全 第 第 十 者和

特（規の 特（規の 規定
J品に る品に 四 四 四 雇三

項 特項 の基 ~~主旦E基つ 開医性 条 条 条 用十

在に規定
被災定基定に

の
被災定規定の 被災定基定に 造製業づ医く

設薬の 第 第 の 調整五
規定 基つ の品確保 四

るに 販売業薬医く 許医 項 項 第 金年法

事務所基づく 域区内指づく 域区内基づに 域区内づ医く
く の薬 可機療等 の の の第律

基つ 薬医 許可品 の品
特

規定 規定 項
支給百

許特E耳z診;:: 
器関 の

係に再生
在るに度定高

く にく
在に機療

等外品 特（定体外診 被災定等法」す法る 規定
療医 在る療医 基つ 基つ 十

る医 る器

有を特定 請登特定
を録

在が販売造す特定 有を特定 有を特定 在る売業造す特定 有を特定 有を特定 有す特定 事務特定 事務特定 事務特定 事務特定

する被災 す認被災 者る業者る被災 する被災 する被災 者者る被災 する被災 する被災 者る被災 所を被災 所を被災 所を被災 所を被災

者区 者る機証区 の療医区 者区 者区 主の薬医区 者区 者区 区 有区 有区 有区 有区

域内 関の域内 主機域内 域内 域内 たる等品域内 域内 域内 域内 する域内 する域内 する域内 する域内

登に たる器等に 事のに 者に 者に 者に 者に

事務所
録お

事務所のそ 製造所 事務所 務所造製その 造製所 事務所
薬 主 主 主 主

のい
造製製の 局 た た た た

申て が販製 を る る る る
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第る労働 係る環的第二築建 に母 る製薬医 修理薬医 係機薬医 務業業薬医 のも業薬医 療医薬医 のに療医薬医
五法 基子 J品 る器

第条一律（昭遣者派
も境十干王物

養づく保健法
の品 業品 も等品 に配品 に配品 等製品 限等製品

の の に
販売療医 許の療医 のの療医 係置医療 限置療医

に確お に販 る販 る販 品療医 Jる品療医

項和事業 限保第十け
育療医和（ 昭

業機 可機 限売業機 も売業機 J売業機 外機 の機
の六 る に る

許の器等 特〆「苦等百 製国器等 造製器等規十の J関二衛 Jる又器等 のにに器等 を等苦百

定年法律適
す条生 の四 可第法

被災定第法四
は第法 限限第法 除く第法 造業者第法二 業の第法に 正

事る二の環的 給付十年 るる
基 な 特四 貸与三 ））ー ）ー 許二

づ第運営 業第境
養又は第法律 被災定十条の 域区内十条の

業十 の十 の十 の十 可十
く八 のーの の九 許可条四 許可条四 認定三条 特条労十の 登項確 許条

働者派八号確保
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可第
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在第
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被災定基づにす法る
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営業所基定に
に定

域区内基づに
域内に 域内に 項 に項

言可午遣北官派の 築建（昭
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用十 る基 に基づ に基づ 子島 る規

に物和 の第条 にづ もづ にく おく 在く 定
造製所基定に些喜 在に四 係く のく 在る度高 てい薬医 店る薬医

るお十 支給一 る再 に医 基
と等

営業所け五
項 も生

限る機療 営業所管理医
行品 舗品 づ にづ
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衛る年法 の のに療医 わの にの く 係く

う関 規 」J。吾ロ首ロ れ販 係販 再 る再
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特（定十八四 被災定十六四
業者十四

特（定十一四
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に条 九 ス四 の二 八 条 九
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域区内第条ー

条
域区内第条ー 事業者条二の 蒔定第条 被災第条
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内に規定 業所に づ づ く

るも介く 基つ 係く
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業所づく の
Jる保健施 支援専 J限る支予防 在事る指地定 限るに介護定 限Jる介護支 所係に指地定
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援事業 るのも域着密

る｜
規定
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けるは
て都特に

事業所
施 施
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施
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働者法る労働 支給厚生等人国中 号）難病 療医追く第十（平特定 しく法同置法新型 支の（平肝炎特定 被定第条さと則附康健 のも機療害障 支の害障 のも特定害障 限る相談害障 援給害障 在サ障 十九成十害障る｜害

遣事派等律の遣者派 請の申令第省特及び残留邦
第の 費加給付三成B は第（平成イ 給の成二感被染フイ 災域区項第一れた同第三百保法険 に関者総ム口、 給認定者総合 限るに相刊定H火者総A 口

J支援事者総合 右付費寺手テξ者総ム口、
事業所ビ者 第条七者

七患 又 一型 遺族四 ン 限の ス総
条者 は 第条ー十肝 条フ 請 十ブ る指 事合 一年法の日

業一事業 六配偶定人
第に

高検金一三炎
一第二ル

求年法律害者リ 内＝第法十条等 ~ 特定（支援法 支援法 J支援事支援法 業者の支援法 給付の支援法
又は業者支 項の第律常生の部 十等

項一対す 、項年法 時金一十エ に号 の
実をの 三の 定、 7 号ーン をゲノ 在の二のー 施又援 規百活
施改適 号者円 のる

査手期検査第十第律ル 又の年法律ザ 第救済すン る規定十二部
被災定第五十

第
業者第五 指定第五 決定第五

設は法 定一及び
正正 の滑 規定療医 は同療医 予防 二 剤製 施六第を 五 に指定塑 に十
すな 第白な 当四百ス 設に条一改 十 の十

（特定被一条のt 

十 係ー
基づ三号社会

る運営 十立帰 に等 の費第条二感 第条費第九種接
）号る及び に基つの項正

域区内第条四 指定一条 る害者障十
三の国

基づ関に
支給 、 十染 第た 係 規定のす 条第 条 も 九 介く 。生

法律の 条支の 母一六z五会十に 七め特 るく規る

特被（定第十七の

の の 条 以活

附確保 第ー援に促進 くす の子感染項号）付 号療医八よ 第条の定 も指介定に定法律
災十 五

限にる支援施宅明百 護給付下を
特定法る 請求 又は第ム事 の号る のょに 在項 項 域区第四

第
「障総合第則 項関並 葬 手 健 一給付液血

限ピ設療義改るよめ（平成t 
るの の

六及び のすび
医療費律（ 平 祭料当、第三康被E乞

項金凝
指定自規定に

規定 災一 内一 項 。設の
等費害者総的に

第条遣派 規定るに
止防第十八ω市

のの第固 る正な 域区項第 に項 の
）規

医五番支
の定

法永 の同条 規支 J 前お 在の 子島 指f~ の支

項一の労働者 に行律施住帰
の成 療費第条項ーあに合 給付第条第一の 定給医 型のそ八 立基つ 基つ

内一 る規定 定 定」
支給決支援合援する支給二十 にに因 療医介護効の年法

に号 基
基づ 国 、一、関 の四項救済 基関子 支援く く 在の 事業に 基 蒔づ

規定の く規し 二品定t百Eノム＼ 

世帯内項の塑よする 求請遺号の規定のす関に
づす剤製 施設保法険力を第律 機療医指定白 主自L る規定 所に基づ づ

被災定指定く
定法た

に護保 i白L則た 年法
くる

事業に
く め

（平成中
規一特 追特に の有八 支 係く 地 との

基づ等に 律第 感染防定差用別
族年金基づに特別る 加給付別措よる 指定第四する三十

関立 援
所に基づ るも指定 域相談 域区内福害障 いう法律

支度金六残留国 に 措
係に支援 療医く関 五 基置 置C 特（十も号） 係く のー

第平労す の年邦 十 止づ司法 若く措 金法型 八の る医 費 る指 に般 支 に干止

事特 を特 を特 を特 を特 を特 有特 者立特 を特 を特 を特 を特 又特 を特

務所を被災定 有する被災定 有する被災定 有する被災定 有する被災定 有する被災定 す者る被災定 支援医被災定 有する被災定 有する被災定 有する被災定 有する被災定 施設は被災定 有する被災定

有する域区内 者域区内 者域区内 者域区内 者域区内 者域区内 域区内 機療関域区内 者域区内 者域区内 者域区内 者域区内 有すを域区内 者域区内

者に をに るに
主

住居 居住 住居 住居 住居 施 有す指定 居住 事業 事業 住居 者事業 住居
た 日完
る 地 地 地 地 地 を る白 地 所 所 地 所 地
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